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会 議 概 要 

 １．出   席   者 

  ・森田知事、髙橋副知事、諸橋副知事（本部長）、関係部局長 

 ２．議      題 

  ・成田空港の現状と更なる機能強化について 

 ３．知事挨拶（概要） 

  ・過去に悲しい歴史もあった成田空港も、現在は千葉県の｢宝｣と言われるまでに変化し、成長している。 

   ・一方で、今回の第３滑走路を含む成田空港の機能強化は、更に新たな空港を建設するに匹敵する影響 

  を空港周辺に与えることになる。このため、様々な課題が生じていくものと思う。 

   ・今後、県としても、こうした課題の解決に丁寧に対応していくことが大事であり、これによって、 

   空港機能の強化を将来の県の発展に資するようにすることが大事である。 

  ・各部局長には、県庁一丸となって諸課題の整理に向け、しっかりと取り組んでいただきたい。 

 ４．結 果 概 要 

   ・成田空港の現状や前回までの四者協議会の結果報告を行い、全庁的に情報の共有を図るとともに、 

     成田空港の機能強化等に関する諸課題の整理に向け、県庁一丸となって取り組んでいくことを確認した。  

 《参考》 成田空港活用推進本部について 

   １．経  緯 
   ・平成4年10月に空港周辺地域の均衡ある発展と成田財特法の期限延長を図るため、庁内に「成田空港周辺地域振興 

         推進本部」を設置。 

   ・平成23年12月にグレード・アップ 「ナリタ」活用戦略会議の設置に併せて、現在の「成田空港活用推進本部」に改組。 

  ２．｢本部員会議｣構成員 

      ・本部長：副知事 

      ・本部員：総務部長、総合企画部長、防災危機管理部長、健康福祉部長、環境生活部長、商工労働部長、 

                   農林水産部長、県土整備部長、水道局長、企業庁長、教育長、警察本部長 

成田空港活用推進本部「本部員会議」結果概要（平成28年1月28日） 

１ 



Narita  International  Airport  Corporation  All  Rights  Reserved. 

 

 

２ 

 

種 別 想 定 さ れ る 手 続 ・ 課 題 な ど 

環 境 関 係 

○環境影響評価法に基づく手続（環境影響評価の実施） 

○航空機騒音測定局の設置（航空機騒音の実態・環境基準の達成状況の把握） 

○土砂等の埋立て（千葉県の残土条例に関する相談） 

※成田市内・芝山町内に存在する場合には、各市町の残土条例が全面適用されるため、各市町に確認が必要。 

都市計画関係 

○特定空港周辺航空機騒音対策特別法に基づく手続（航空機騒音対策基本方針の変更） 

○都市計画の変更手続（航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区の変更） 

○都市計画法に基づく開発行為（都市計画法に基づく開発行為に関する相談） 

※成田市内に存在する場合には、開発行為権限を移譲しているため、成田市に確認が必要。 

農 地 関 係 

○農地の転用（農地の転用に関する相談） 

※農地転用の許可申請窓口は、市町農業委員会 

なお、空港の敷地等に供する場合には、許可が不要である。 

○農用地区域内での開発行為（農用地区域からの除外に関する相談） 

※農用地区域から除外する場合の窓口は、市町農業振興地域整備計画担当課 

なお、成田国際空港株式会社法に基づく業務に係る行為の場合には、許可及び農用地区域からの除外が  

不要である。 

○地元農業への影響（農地の公共転用に伴う土地改良区の受益地内の農地の減少） 

森 林 関 係 ○森林法に基づく手続（伐採届出、林地開発の協議・保安林がある場合は、解除の協議） 

文 化 財 関 係 ○文化財保護法に基づく手続（埋蔵文化財に関する協議・埋蔵文化財の調査の実施） 

社 会 基 盤 

施 設 関 係 

○空港周辺の道路への影響 

（東関東自動車道や首都圏中央連絡自動車道への影響を検討） 

（空港周辺の国県道・市町道の付替・切り回し等を検討） 

○空港周辺の河川への影響 

（空港敷地拡大に伴う雨水流出の増加等による空港周辺の河川への影響を検討） 

○空港周辺の建築物等設置の制限 

（航空の安全を確保するため、航空法による建築物等の設置に関して高さ制限を受ける区域の拡大） 

利 水 関 係 
○水需要の増加 

※空港や空港周辺において、水需要の増加が見込まれる場合は、事前に検討が必要。  

種 別 想 定 さ れ る 手 続 ・ 課 題 な ど 

環 境 関 係 ○土壌汚染対策法に基づく手続（土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更に係る届出） 

 

１．国・成田国際空港(株)・千葉県・市町に関連のある項目（例） 

２．国・成田国際空港(株)・千葉県に関連のある項目（例） 

成田空港の更なる機能強化により想定される手続・課題など（例） 

３．千葉県・市町に関連のある項目（例） 
種 別 想 定 さ れ る 手 続 ・ 課 題 な ど 

都市計画関係 
○千葉県屋外広告物条例に基づく規制の周知 

（千葉県屋外広告物条例に基づく規制地域の変更に伴う周知の検討） 

 


